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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

住家被害認定調査システムの運用を開始しました 

概要 

災害で被災した市民が生活再建を進めるために必要となる「り災証明書」を速やかに交

付することができるよう、住家被害認定調査システムを導入しました。 

「り災証明書」は、民間の支援サービスを含めた各種の被災者支援策の適用を判断する

材料として幅広く活用されていることから、交付業務を迅速に進めることで住民サービスの

向上につなげます。 

内容 

【導入したシステムの名称】 

住家被害認定調査システム 

【運用の開始】 

令和 5 年 6 月 30 日（金） 

※令和 5 年 6 月 9 日（金）～29 日（木）にかけて試験運用を実施

【システム導入の目的】 

日田市では、これまでの大規模豪雨災害で被災した経験から、防災・減災に向けた取

組に加えて、被災した市民の速やかな生活再建を支援する取組も重視しています。また、

災害対策基本法においても、遅滞することなく「り災証明書」を交付することが定められ

ており、被災者への支援を迅速に進めるための一つの手段として、住家被害認定調査シ

ステムを導入しました。

【システムの概要】 

「り災証明書」の交付申請から証明書の作成・交付にかかる一連の事務作業を一元

的に管理する『被害調査統合システム』と、タブレット端末を用いて現地調査業務をサポ

ートする『家屋被害判定アプリ』で構成されています。 

【その他】 

日田市では、デジタル技術を活用した業務の効率化に取り組んでおり、同システムは

令和３年度から進める民間企業（富士フイルムシステムサービス株式会社）との共同研

究の成果として開発されたシステムで、全国初の導入事例となります。 

添付資料 無 ・ 有（１枚） 

市民への周知 － 

注意事項 － 

問合せ 防災・危機管理課 防災・危機管理係 担当：岐部 ☎0973-22-8363
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

住民税非課税世帯等に対する 

物価高騰重点支援給付金について 

概要 
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯等に対す

る物価高騰重点支援給付金（1 世帯当たり 3 万円）を支給します。 

内容 

【支給対象者】 

① 基準日（令和 5 年 6 月 1 日）における世帯全員が、令和 5 年度分の住民税非課税

者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯（住民税非課税世帯等）。

② 上記以外の世帯のうち、予期せず令和 5 年 1 月以降において家計が急変し、世帯全

員が住民税非課税相当または住民税均等割のみ課税相当となった世帯（家計急変

世帯）。

【申請方法】 

① 住民税非課税世帯等については、7 月中旬頃から「確認書」を送付します。内容を

確認の上、返送してください。

※令和 5 年 1 月 2 日以降に転入した方を含む世帯については、対象となる世帯に

7 月中旬頃から「申請書」を送付します。内容を確認の上、申請してください。

② 家計急変世帯については、申請書による申請が必要となります。申請については、市

ホームページをご覧いただくか、担当課までお問い合わせください。

【申請期間】 

令和 5 年 7 月 3 日（月）から令和 5 年 10 月 31 日（火）まで。 

添付資料 無 ・ 有（  枚）

市民への周知 広報ひた 7/1 号、市ホームページ 7/1 

注意事項 － 

問合せ 社会福祉課 福祉総務係 担当：渡邉  ☎0973-22-8203 

3



― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

特定空家等に対する略式代執行の実施について 

概要 

日田市大字日高（桃山町）に所在する、倒壊のおそれがある所有者不存在の特定空家

等について、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第 14 条第

10 項の規定に基づき、措置の内容等について、公告を行いましたが、履行期限までに措

置が講じられなかったため、略式代執行を実施します。 

内容 

1.特定空家等の概要

・建物所在地   日田市大字日高（桃山町）2437 番地 8、2437 番地 9

・建物用途 倉庫 

・構造・規模 木造 平屋建て 延べ面積約 170 ㎡ 

・建物所有者   空家法第 10 条に基づく調査の結果、確知することができない

2.実施理由

当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が非常に高まっている。

周囲には、住宅及び道路があり、当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、

財産、生活環境を確保することができないため、空家法第 14 条第 10 項の規定に基づ

く、略式代執行を実施するもの。

※略式代執行とは、空家法第 14 条第 10 項の規定に基づくもので、所有者等を確知

することができない場合に、市が所有者等に代わって特定空家等の改善に必要な措置

を行うもの。

3.工事期間

令和 5 年 7 月 21 日（金）～9 月 21 日（木） 予定

※除却時期については、入札手続き中のため未定

4.位置図及び写真

5～6 ページ

5.その他

空家法に基づく、特定空家等の略式代執行は、本市では初めてとなります。

添付資料 無  ・ 有（ 2 枚） 

市民への周知 

注意事項 

問合せ 建築住宅課 指導審査係 担当：坂本眞  ☎0973-22-8226 
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周辺位置図 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

日田祇園・日田祇園山鉾集団顔見世の開催について

概要 

７月１６日（日）に、年に一度全ての山鉾が一堂に集う日田祇園山鉾集団顔見世を４

年ぶりに開催します。 また、７月 2２日（土）・2３日（日）の両日で日田祇園が開催され

ます。 

内容 

１． 日田祇園山鉾集団顔見世 

例年、日田祇園直前の木曜日に開催しておりましたが、曳山行事の継続的・発展的な 

実施を目的に、今年度より、日田祇園の一週間前の日曜日に開催することとなりました。 

【日 時】令和５年７月１６日（日）1８:00～ 

【場 所】ＪＲ日田駅前 

【内 容】隈・竹田地区、豆田地区の山鉾９基がＪＲ日田駅前に一堂に集います。 

イベント会場では、1７時から日田市駅前通り商店街振興組合やキッチンカーの

出店があります。 

18:00 ～  開会行事 

1８:３0 ～  山鉾入場 

19:３０頃～ 一斉点灯 

   祇園囃子演奏、鏡割り、振舞酒等 

20:30 頃～ 山鉾退場 

２． 日田祇園 

【日 時】令和５年７月 2２日（土）・2３日（日） 

【場 所】隈・竹田地区、豆田地区 

【概 要】約 300 年の伝統を誇る日田の夏の伝統行事「日田祇園」。疫病や風水害を 

払い、安泰を祈念する日田祇園では、絢爛豪華な山鉾が祇園囃子の音色ととも 

に、隈・竹田地区、豆田地区の町並みの中を巡行します。 

夜には、提灯を飾り付けた優雅な晩山の巡行で祭りは最高潮に達します。平成 

28 年には、ユネスコ無形文化遺産に「日田祇園の曳山行事」が登録されました。 

【山鉾の現在地確認】 

山鉾に小型のＧＰＳ端末を装着することで、パソコン・スマホ・タブレットから山鉾 

の現在地を検索・確認できます。（※パンフレット、市ホームページ等に掲載する 

二次元コードから確認できます。） 
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３． その他協賛行事等 

（１）平成山鉾白々（パイパイ）無料配布（２00 本）

【日 時】７月 2２日（土）22：00 頃から 

【場 所】市営隈駐車場北側 海王館横駐車場 

（２）ゆかた着付け

【日 時】７月 2２日（土）16：00～21：00 

【場 所】パトリア日田１階創作室 

【参加費】持ち込み 500 円、レンタル３,３00 円（男女とも）、レンタル着付けは要予約 

【連絡先】琇
ひと

未会
みかい

（090-3906-6604） 

添付資料 無  ・ 有（ １冊） 別添パンフレット 

市民への周知 パンフレット全戸配布（広報ひた７月１日号同封）、ホームページ、Facebook 他 

注意事項 集団顔見世時の報道機関用駐車場は各自確保をお願いします。 

問合せ 観光課 観光振興係 担当：瀬口  ☎０９７３-２２-８２１０ 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

大肥の郷まちづくり会議 BRT 開業に向けた 

機運醸成イベントを行います 

概要 

大肥の郷まちづくり会議では、災害からの復旧・復興そして日田彦山線沿線地域の振

興に向けて活動を行っています。 

この度、令和５年８月２８日（月）の日田彦山線 BRT ひこぼしライン開業に向けた機運

醸成の取組として、大明小中学校児童生徒、保護者、大肥の郷まちづくり会議メンバーが

一緒になって BRT 運行沿線地域の畑にヒマワリの種をまき、おもてなしの景観づくりを行

います。 

内容 

【日  時】令和 5 年７月８日（土）10：00～ 

【場  所】大鶴郵便局前の畑（日田市大字大肥 1210-1） 

【参加者】大明小中学校児童生徒、保護者、大肥の郷まちづくり会議メンバー 

１２０名程度 

【当日のスケジュール】 

10：00～10：20   学校から作業場所（大鶴郵便局前の畑）へ移動 

10：20～11：30   ヒマワリの種まき作業（説明等 10 分  作業 60 分） 

11：30～11：50   作業場所（大鶴郵便局前の畑）から学校へ移動 

 今回のヒマワリの種まきについては、学校公開日（オープンスクール）の一部として開催し 

ます。 ヒマワリは「復興のシンボル」といわれています。 

添付資料 無 ・ 有（  枚）

市民への周知 

注意事項 
少雨であれば決行します。 

撮影の許可は得ていますが、撮影時に先生に確認をお願いします。 

問合せ まちづくり推進課 地域活動支援係 担当：後藤  ☎22-8356 
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― ともにつくる 一人ひとりが主役の ひた ― 

令和５年６月３０日 

報道関係者各位 

プレスリリース 

博物館企画展「昆虫教室のあゆみと子どもたちの昆虫標本展」 

概要 

昆虫教室６０年の歩みを写真や新聞などで振り返るとともに、平成７年度から平成１８年

度に「昆虫標本作成教室」に参加した子どもたちが作成した昆虫標本を中心に、約

2,000 点を展示公開します。 

内容 

令和 5 年度第 2 回企画展 

「昆虫教室のあゆみと子どもたちの昆虫標本展」 

期  間 ： 令和５年７月１５日(土)～８月２７日(日) 

※月曜休館(月曜日が祝日の場合はその翌日)

場  所 : 日田市立博物館 企画展示室 

入場料 : 無料 

今回の企画展では、写真や新聞などで昆虫教室の歩みを振り返りながら、子どもたち

や昆虫教室を指導し 長
ちょう

金
きん

治
じ

氏、石 松
いしまつ

達 堂
たつどう

氏、五島
ご し ま

英司
えいじ

氏等の作成した標本も併せて

約 2,000 点を展示し、一般に公開するものです。 

添付資料 無  ・ 有（ 1 枚） ※チラシ 

市民への周知 広報ひた 7/1 号、市ホームページ 7/1 

注意事項 

問合せ 博物館学芸係  担当：橋本  ☎22-5394 
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NO.1

日 曜 総務部 企画振興部 市民環境部 福祉保健部 商工観光部

1 土

2 日

3 月

・ホームページ操作研修会（①9：00
～　②13：30～）602会議室　～４日

4 火

5 水

・平成２９年７月九州北部豪雨災害
並びに令和２年７月豪雨災害の犠
牲者への黙とうサイレン吹鳴

6 木

7 金

8 土

9 日

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

15 土

16 日

・第35回 日田祇園山鉾集団顔見
世、おもてなし花火

17 月

18 火

19 水

・日田地区防犯協会連合会理事会
理事会
・日田地区防犯協会連合会理事会
総会

20 木

21 金
・小野川自然プールの開放（8/24ま
で。お盆期間を除く）

22 土
・日田祇園、おもてなし花火

23 日
・日田祇園

24 月

25 火

・日田市交通安全推進協議会理事
会
・日田市交通安全推進協議会総会

26 水

27 木

28 金

29 土
・おもてなし花火

30 日

31 火

「※印」は内部会議等です。　

令和5年7月予定表

備考
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NO.2

日 曜 農林振興部 土木建築部 教育委員会 上下水道局
議会・選管・監査・農委・
消防・会計・振興局管内

1 土

・ハレノヒヒタフルーツ日田産西瓜販
売促進（1日（土）～2日（日）10:00～、
岩田屋本館地下1階 南国フルーツ）

・第13回選挙管理委員会　10:00～
401会議室

2 日

・第73回“社会を明るくする運動”日
田地区推進大会（10：00～　パトリア
日田小ホール）

・日田市長選挙告示日　8:30～　大
会議室

3 月

4 火

・日田梨振興大会（14:00～、マリエー
ルオークパイン）
・グリーン発電大分天瀬発電所 自主
避難所開設説明会（10:00～、グリー
ン発電大分天瀬発電所）

5 水

・大分県森林再生機構幹事会（10:30
～、県林業会館）
・大分西部流域林業活性化協議会
（14:00～、西部振興局）

6 木

・日田市長選挙　期日前投票　五和
公民館　～８日まで

7 金
・カフェ陽だまり(10:00～(保健師によ
る健康相談10:30～）　むらづくり役場
集会室）

8 土

・第14回選挙管理委員会　10:00～
401会議室

9 日
・日田市長選挙投開票

10 月

・農業委員会定例総会（14:00～ ７階
大会議室）

11 火

・第15回選挙管理委員会　9:00～
中会議室
・日田市長選挙当選証書付与式
10:00～　中会議室

12 水

13 木

14 金

・カフェ陽だまり(10:00～　むらづくり
役場集会室）

15 土
・老松様の餅搗祭（10:00～　宮園津
江神社）

16 日

17 月

18 火

19 水

・令和5年第2回日田玖珠広域消防
組合議会臨時会

20 木

・令和5年度九州・沖縄地区青年農
業者会議（20日（木）13:00～21日
（金）13:00、パトリア大ホール）

・日本遺産公開講座「日本遺産を歩
く」第1講（18：30～、本庁７階大会議
室）

・農業委員任命式（11:30～ ７階大会
議室）
・農業委員会臨時総会（14:00～ ７階
大会議室）
・農業利用最適化推進委員委嘱式
（15:00～ ７階大会議室）

21 金
・カフェ陽だまり(10:00～　むらづくり
役場集会室）

22 土

23 日

24 月

・令和５年度第１回大分県市議会事
務局長会(杵築市)
・第27回なかつえ野菜市（11：00～
中津江むらづくり役場前他）

25 火

26 水

27 木
・定例教育委員会（予定）（15：00～
別館３階大会議室）

28 金
・カフェ陽だまり(10:00～　むらづくり
役場集会室）

29 土
・世界遺産登録推進講演会（13：00
～、パトリア日田小ホール）

・スーパー耐久シリーズ第４戦（7/29
～30・オートポリス）

30 日

31 火

　「※印」は内部会議等です。　

令和5年7月予定表

備考
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